
令和6～8年度（2024～2026年度）の保険料（年額）　　★令和8年4月から80万円9千円から82万6,500円に変更されました。

所得段階 保険料率 保険料（年額）

（軽減額 １２，６４８円）

合計所得金額と課税年金収入額の合計が ２９，７６０円

年間１２０万円以下の方（第１段階の方を除く。） （軽減額 １４，８８０円）

合計所得金額と課税年金収入額の合計が ４８，３６０円

年間１２０万円を超える方 （軽減額 ３７２円）

世帯に住民税課税者がいる方で合計所得金額と課税

年金収入額の合計が年間★８２万６,５００円以下の方

世帯に住民税課税者がいる方で、第４段階に

該当しない方

合計所得金額が１２５万円以上

２００万円未満の方

合計所得金額が２００万円以上

３００万円未満の方

合計所得金額が３００万円以上

４００万円未満の方

合計所得金額が４００万円以上

５００万円未満の方

合計所得金額が５００万円以上

６００万円未満の方

合計所得金額が６００万円以上

８００万円未満の方

合計所得金額が８００万円以上

１，０００万円未満の方

合計所得金額が１，０００万円以上

１，５００万円未満の方

合計所得金額が１，５００万円以上

２，０００万円未満の方

合計所得金額が２，０００万円以上

２，５００万円未満の方

合計所得金額が２，５００万円以上

３，０００万円未満の方

●特別徴収の方は、年金支給月に２か月分相当額が差し引かれます。

●普通徴収の方は、年間保険料（４月分～翌年３月分）を６月から翌年３月までの１０回に分けて納めます。

①介護保険料は、当該年度のご本人と世帯員の課税状況やご本人の合計所得金額に応じて、各段階に区分されます。

　「世帯」は、毎年４月１日時点の状況に基づいて決められます。

②第１段階から第３段階は、低所得者負担軽減措置の適用により、料率を軽減。（条例の本則額－軽減額＝軽減後保険料額）

③表中の「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

　また、繰越損失がある場合には、繰越控除前の金額をいいます。

④土地・建物の譲渡所得については特別控除後の金額が適用され、第１～５段階の方については公的年金等にかかる雑所得が合計

　所得金額から控除されます。

⑤「課税年金収入額」とは、公的年金等の収入金額（障害年金・遺族年金等の非課税年金を除く公的年金の受給総額）を指します。

⑥第１～５段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から１０万円を控除した金額を用います。

⑦端数処理のため基準額×保険料率が保険料と一致しない場合があります。

⑧令和７年給与所得控除の制度改正に伴う影響のあった方は、介護保険法令の改正により、合計所得金額等の算定方法が令和８年度のみ

変更となります。

２５２，９６０円

２６０，４００円

２６７，８４０円

本人が
住民税課税

本人が
住民税非課税

６３，２４０円

７４，４００円

８５，５６０円

９６，７２０円

１１９，０４０円

１３３，９２０円

１４８，８００円

１６３，６８０円

１８６，０００円

２０８，３２０円

２２３，２００円

対象者

生活保護、老齢福祉年金の受給者で世帯全員が住民税非課税の方

世帯全員が住民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が

年間★８２万６,５００円以下の方

本人及び
世帯全員が
住民税非課税

２３８，０８０円

第１０段階 基準額×２．００

第１１段階 基準額×２．２０

第１５段階 基準額×３．２０

第１２段階 基準額×２．５０

第１３段階 基準額×２．８０

基準額×１．１５

第７段階 基準額×１．３０

第１段階 基準額×０．２８５

第４段階 基準額×０．８５

第５段階 基準額

第２段階 基準額×０．４０

第３段階 基準額×０．６５

２１，１２０円

第１８段階 合計所得金額が３，０００万円以上の方 基準額×３．６０

第１４段階 基準額×３．００

第１６段階 基準額×３．４０

第１７段階 基準額×３．５０

第８段階 基準額×１．６０

第９段階 基準額×１．８０

第６段階 合計所得金額が１２５万円未満の方


